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２　個人情報取扱事務開始届等について
(1) 届出期間　令和3年4月21日～令和3年9月30日

(2) 届出件数　開始届25件　変更届7件　目的外利用等届出書544件（目的外利用15件、目的外提供529件）

(3) 届出内容
ア　個人情報取扱事務開始届

No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

1 少年の主張開
催業務

教育委員会
教育委員会事務局
青少年課

少年の主張参加中学校
代表者の確認

少年の主張参
加中学校代表
者

平成10年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

所属中学校、学
年

無 ･本人 無 無

2 災害救援物資
贈呈業務

市長
市民部
生活課

本人からの申請及び消
防局からの火災速報を
基に、生活の基盤とな
る住家に被害を受けた
者に対して、生活と健
康の維持を目的として
救援物資を贈呈する

災害救援物資
の贈呈及び保
管に関する配
備要綱

被災者の情報 平成16年12月5日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

被災概要
電話番号

無 ･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第７号該当）消
防本部

無 無

3 市内公園防犯
カメラの設
置・運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

犯罪の予防・容疑者の
特定等

市内公園防犯
カメラの設置
及び運用に関
する要綱

防犯カメラ記
録範囲の公園
施設利用者

平成24年9月24日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第９号該当）防
犯カメラからの
収集

無 無

4 読書活動推進
事業関係

教育委員会
教育委員会事務局
図書館

図書館業務の各種イベ
ント、講座の円滑な運
営を図るため。

参加者及び講
師及びボラン
ティア

平成25年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

郵便番号、電話
番号、Ｅメール
アドレス、学
年、口座情報

無 ･本人 無 無

5 平成２６年度
経営体育成支
援事業（被災
農業者向け経
営体育成支援
事業）関連用
務

市長
農政部
農政課

平成２５年度の大雪に
より農畜産物の生産に
必要な施設の損壊等で
農業経営に支障をきた
す農業者が、被災施設
の再建等のため、経営
体育成支援事業実施要
綱、平成２５年度被災
農業者向け経営体育成
支援事業、平成２６年
度被災農業者向け経営
体育成支援事業の実施
について、群馬県経営
体育成支援事業費補助
金交付要綱に基づく事
業に要する経費の支援
及びその後の実態調査
を行うことで、地域農
業を早期に復旧させ
る。

平成２６年度
経営体育成支
援事業（被災
農業者向け経
営体育成支援
事業）助成金
交付要項

平成２６年度
経営体育成支
援事業（被災
農業者向け経
営体育成支援
事業）助成金
交付申請者

平成26年7月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、口座
情報（金融機
関・支店名、預
金種別、口座番
号、口座名義
人）、農地情報
（地番・面
積）、課税区
分、建物保険等
加入状況

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

6 被保護者健康
管理支援事業

市長
福祉部
社会福祉課

被保護者の健康管理支
援を行う

生活保護法 健康増進健診
受診者、がん
検診受診者

令和2年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

郵便番号、電話番
号、行政区、受診
日、受診番号、請
求日、身長、
体重、ＢＭＩ、腹
囲、血圧、中性脂
肪、ＨＤＬ、ＬＤ
Ｌ、ＧＯＴ、
ＧＰＴ、γーＧＴ
Ｐ、血清クレアチ
ニン、血清尿酸、
ＧＦＲ、
空腹時血糖、Ｈｂ
Ａ１ｃ、尿糖、尿
蛋白、尿潜血、ヘ
マトクリット、血
色素量、赤血球
数、白血球数、血
小板数、喫煙、服
薬（血圧、血糖、
脂質）、治療中
（高血圧、糖尿
病、脂質異常症）
総合判定、メタボ
リックシンドロー
ム判定、保健指導
レベル

無 ･本人 無 無

7 前橋市竹木粉
砕機利用費補
助金

市長
環境部
環境森林課

補助金交付にかかる審
査及び支払いのため。

前橋市竹木粉
砕機利用費補
助金交付要項

前橋市竹木粉
砕機利用費補
助金の申請者

令和3年4月21日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、市税
の納税状況、口
座情報

無 ･本人 無 無

8 新しい時代の
高等学校在り
方検討委員会

教育委員会
教育委員会事務局
学校教育課

新しい時代の高等学校
在り方検討委員会の設
置、各種会議開催のた
め

新しい時代の
高等学校在り
方検討委員会
設置要項

新しい時代の
高等学校在り
方検討委員

令和3年6月1日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

口座情報（金融
機関、預金種
別、口座番号、
口座名義）

無 ･本人 無 無

9 前橋市立図書
館新本館構想
策定プロジェ
クト

教育委員会
教育委員会事務局
図書館

同プロジェクトのワー
キンググループに公募
で市民を募集するため

前橋市立図書
館新本館構想
策定プロジェ
クトチーム及
びプロジェク
ト会議設置要
綱

１８歳以上の
市内在住、在
勤者

令和3年5月31日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

10 子育て世帯生
活支援特別給
付金事業（そ
の他世帯分）

市長
福祉部
子育て支援課

子育て世帯生活支援特
別給付金の支給のため

前橋市子育て
世帯生活支援
特別給付金事
業（その他世
帯分）実施要
綱

子育て世帯生
活支援特別給
付金の受給者

令和3年6月15日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

児童手当情報
（認定年月日、
開始年月、支給
要件該当日、支
払履歴、認定区
分、対象児童、
世帯情報、所得
情報（受給者・
受給資格者、扶
養義務者）、電
話番号、口座情
報、公的年金情
報）、課税情報
（所得状況、控
除状況、課税状
況、扶養状況、
申告状況、異動
履歴）、特別児
童扶養手当情報
（受給状況、終
了年月、認定理
由）

無 ･本人
･実施機関内
（子育て支援
課、市民税課、
障害福祉課）

無 無

11 アーツ前橋あ
り方検討委員
会

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

アーツ前橋で発生した
作品の紛失事案を受
け、中長期的なアーツ
前橋のあり方を検討す
ることを目的に設置す
る委員会において、委
員個人の情報を取り扱
うため。

アーツ前橋あ
り方検討委員
会委員

令和3年6月24日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、口座
情報（金融機
関、預金種別、
口座番号、口座
名義）、所属
（職業）、メー
ルアドレス

無 ･本人 無 無

12 新型コロナウ
イルス感染症
生活困窮者自
立支援金給付
事務

市長
福祉部
社会福祉課

緊急小口資金等の特例
貸付を利用できない世
帯で一定要件を満たす
生活困窮世帯に対し、
給付金を支給する。

前橋市新型コ
ロナウイルス
感染症生活困
窮者自立支援
金支給事業実
施要綱

緊急小口資金
等の特例貸付
を利用できな
い世帯で一定
要件を満たす
生活困窮世帯

令和3年7月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

世帯構成、電話
番号、収入状
況、資産状況、
求職状況、生活
保護申請状況、
特例貸付の借入
状況、口座情
報、現況

無 ･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第１号該当）群
馬県社会福祉協
議会

無 無

13 前橋市中央児
童遊園入退館
システム管理
業務

市長
建設部
公園管理事務所

前橋市中央児童遊園の
利用者の利便性を向上
させるため。

前橋市中央児
童遊園利用者

平成3年7月5日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

メールアドレス [指定管理]
Ｍａｄｅ　ｉ
ｎ　ＭＡＥＢ
ＡＳＨＩ　コ
ンソーシアム
共同企業体
代表企業　㈱
オリエンタル
群馬

･本人 無 無

14 キャッシュレ
ス投票カード
会員登録業務

市長
産業経済部
公営事業課

キャッシュレス投票の
導入により、既存のお
客様だけでなく新しい
ファン層にも競輪事業
に対する興味を持って
もらうため。

前橋市自転車
競走キャッ
シュレス投票
実施規則

キャッシュレ
ス投票カード
入会希望者

令和3年8月14日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号（携帯
電話）、メール
アドレス、
キャッシュレス
投票時に使用す
る暗証番号

[全部委託]
日本トーター
（株）

･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

15 「前橋市犯罪
被害者等支援
条例」制定に
係るパブリッ
クコメント

市長
総務部
防災危機管理課

「前橋市犯罪被害者等
支援条例」制定にあた
り、市民等の意見を広
く募集するため。

意見提出者 令和3年8月23日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

在住・在勤・在
学の別、利害関
係を有する理
由、条例制定に
対する意見

無 ･本人 無 無

16 自治会関係イ
ベントホーム
ページ掲載事
務

市長
市民部
生活課

自治会活動支援のた
め、市ホームページ上
に自治会主催のイベン
ト情報を掲載する。

イベント主催
者

令和3年9月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

電話番号、メー
ルアドレス

無 ･本人 無 無

17 前橋市デマン
ドバス（ふる
さと、るんる
ん、城南あお
ぞら号）利用
に係る登録事
務

市長
未来創造部
交通政策課

前橋市デマンドバスの
システム変更に伴い電
話予約での利用者が円
滑に利用できるよう事
前登録を受け付ける。

前橋市デマン
ドバス利用者

令和3年9月6日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号 [一部委託]
運行事業者
（予約受付業
務）

･本人 無 無

18 移住定住促進
事業地域おこ
し協力隊イン
ターン事務

市長
文化スポーツ観光部
観光政策課

当該事業の募集及び嘱
託に用いるため

移住定住促進
事業地域おこ
し協力隊イン
ターン実施要
綱

応募者 令和3年9月16日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

年齢、電話番
号、Ｅ－ｍａｉ
ｌアドレス、家
族構成、経歴、
資格、健康状
態、容姿

無 ･本人 無 無

19 太陽の前橋プ
ロジェクト＃
キャンペーン

市長
文化スポーツ観光部
観光政策課

キャンペーンの当選者
に賞品を発送すること

キャンペーン
の当選者

令和3年9月25日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 無 ･本人 無 無

20 スローシティ
オレンジ写真
コンテスト

市長
文化スポーツ観光部
観光政策課

写真コンテストで入賞
した作品に郵送で賞品
を発送すること。

写真コンテス
ト入賞者

令和3年9月26日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 無 ･本人 無 無

21 前橋駅公衆便
所防犯カメラ
設置・運営事
業

市長
環境部
ごみ減量課

公衆便所における設備
破損等の迷惑行為及び
犯罪の抑制するため。

前橋駅公衆便
所防犯カメラ
の設置及び運
用に関する要
綱

防犯カメラ記
録範囲（公衆
便所出入口）
の施設利用者

令和3年9月30日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿
無 ･本人以外（条

例第６条第２項
第９号該当）防
犯カメラからの
収集

無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

22 まえばし子ど
も見守り宅食
事業

市長
福祉部
社会福祉課

新型コロナウイルス感
染症の影響による長期
間の外出自粛等を踏ま
え、子どもの安全確認
等の見守り支援が必要
な家庭（要支援家庭）
に対し、食材等の配布
を通じた子どもの見守
り体制の強化を図るこ
とにより、要支援家庭
における児童虐待の早
期発見及び早期対応の
推進を目的とする

まえばし子ど
も見守り宅食
事業実施要綱

○要保護児童
対策地域協議
会の支援対象
となっている
児童等
○地域社会か
ら孤立しがち
な家庭状況に
ある児童等
○生活困窮世
帯の児童等
・Ｍ－Ｃｈａ
ｎｇｅに参加
する中学生
・進学支援プ
ログラムによ
り就学支援員
が支援する世
帯

令和3年10月1日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年齢、連絡先 [一部委託]
特定非営利活
動法人三松
会：対象世帯
に対する配布
食材の準備及
び配布、児童
等の状況確認
前橋市社会福
祉協議会：対
象世帯に対す
る食材の配
布、児童等の
状況確認

･実施機関内
（社会福祉課）

無 無

23 まえばし子ど
も見守り宅食
事業

市長
福祉部
子育て支援課

新型コロナウイルス感
染症の影響による長期
間の外出自粛等を踏ま
え、子どもの安全確認
等の見守り支援が必要
な家庭（要支援家庭）
に対し、食材等の配布
を通じた子どもの見守
り体制の強化を図るこ
とにより、要支援家庭
における児童虐待の早
期発見及び早期対応の
推進を目的とする

まえばし子ど
も見守り宅食
事業実施要綱

・要保護児童
対策地域協議
会の支援対象
となっている
児童等
・地域社会か
ら孤立しがち
な家庭状況に
ある児童等
・社会福祉課
で支援が必要
と判断した世
帯に属する児
童等

令和3年10月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

勤務先、在籍す
る園所名及び学
校名、続柄

[一部委託]
特定非営利活
動法人　三松
会
※対象世帯に
対する配布食
材の準備及び
配布、児童等
の状況確認

･本人
･実施機関内
（社会福祉課）

無 無

24 助産施設入所
措置事務

市長
福祉部
子育て支援課

助産施設として認可受
けた施設に妊産婦を入
所させ、助産を受けさ
せること。

児童福祉法 保健上必要が
あるにもかか
わらず、経済
的に困窮して
おり、病院等
施設における
出産費用を負
担できない妊
婦

令和3年10月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

入所を希望する
助産施設名、出
産予定日、助産
施設の実施を希
望する理由、続
柄、生活保護の
状況、社会保険
の加入状況
（以下について
は、調査の中で
本人から聞取り
を実施）電話番
号、本籍・国
籍、健康状態・
病歴、障害、身
体的特性・能
力、家族状況、
結婚歴・離婚
歴、親族関係、
居住関係、職
業・職歴、学
業・学歴、財
産・収入、納税
状況、公的扶助

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

25 前橋市農業経
営基盤の強化
の促進に関す
る基本的な構
想（案）のパ
ブリックコメ
ント

市長
農政部
農政課

前橋市農業経営基盤の
強化の促進に関する基
本的な構想の策定にあ
たり、市民の意見を広
く募集するため。

意見提出者 令和3年10月4日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

構想（案）に対
する意見

無 ･本人 無 無
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イ　個人情報取扱事務変更届
No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由
1 母子保健事務

（妊産婦）
市長
福祉部
子育て支援課

平成24年12月1日 【個人情報の記録項目(その他の項目)】
電話番号、健康状態・病歴

【個人情報の記録項目（その他の項目）】
左記に以下の項目を加える。
職業、年齢、国籍、分娩予定日、妊娠週数、多胎の有
無、健康診断の有無、医師又は助産師の診断内容、出産
経験、身長、体重、婚姻状況、父の氏名・年齢・職業
以下の書類に記載れている個人情報
（在留カード（写）、パスポート（写）、妊娠届
（写）、母子健康手帳妊娠経過のページ（写））

実情に併せて内容を見直すもの。

2 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

令和3年4月1日 【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
電話番号、健康状態・病歴、障害、身体的特性・能力、
家族状況、親族関係、居住関係

【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
左記に「医療保険被保険者番号等」を加える。

介護保険法施行規則の一部改正により、要介護
認定及び要支援認定の申請書の記載事項に、医
療保険被保険者番号等を追加することとなった
ため。

3 前橋競輪にお
ける招待者証
交付事務

市長
産業経済部
公営事業課

令和3年10月1日 個人情報取扱事務の名称】
前橋競輪における招待者証交付事務
【個人情報の対象者の範囲】
招待証申請者
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
前橋競輪における招待状送付事務
【個人情報の対象者の範囲】
招待状送付希望者
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
なし

個人情報取扱事務の名称及び個人情報の対象者
の範囲：招待者席の廃止に伴い、特別競輪開催
時にのみ招待状を送付する扱いとするため。
また、実情に併せて内容を見直すもの。

4 火災等即報 消防長
消防局
通信指令課

平成18年4月1日 【個人情報の経常的な目的外利用・外部提供先】
生活課
資産税課

【個人情報の経常的な目的外利用・外部提供先】
左記に「防災危機管理課」を加える。

実情に併せて内容を見直すもの。

5 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

令和3年3月8日 【個人情報の対象者の範囲】
６５歳以上の高齢者と４０歳以上６５歳未満の要支援認
定を受けた者

【個人情報の対象者の範囲】
左記に「介護予防の取組を支援する者」を追加する。

実情に併せて内容を見直すもの。

6 住登外宛名の
住所表示制限
事務）

市長
財務部
資産税課

令和3年8月11日 【個人情報取扱事務の目的】
住登外者でＤＶや児童虐待等を受けている方の住所漏え
いを防止するため、基幹情報システム上の住所を表示し
ないよう設定する。
なお、ＤＶや児童虐待等の対象者の情報については、各
所属で収集を行っているため、資産税課が取りまとめを
行い、基幹情報システムへの入力を一括して行う。
対象所属（収納課、市民税課、資産税課、市民課、子育
て支援課、子育て施設課、長寿包括ケア課、介護保険
課、国民健康保険課、農政課、建築住宅課、学校教育
課、総合教育プラザ、農業委員会事務局、社会福祉課、
障害福祉課、四支所市民サービス課）

【個人情報の対象者の範囲】
左記に「職員課」を追加する。

職員課が宛名管理システムの利用を開始したこ
とで、新たに対象者の個人情報を収集する所属
となったため。

7 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

令和3年10月1日 【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
電話番号、ＦＡＸ番号、心身の状態（健康状態・病歴・
障害・身体的特性・能力）、家族状況、親族構成・続
柄、緊急連絡先、住居関係、生活歴（婚姻・離婚・職
業・職歴）、公的扶助、納税状況、介護保険認定、介護
保険給付状況、生活状況、生活機能・ＱＯＬ、体力測定
結果、介護保険料額および納入状況、メールアドレス
【個人情報（特定個人情報を除く）の経常的な目的外利
用・目的外提供先】
　無

【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
左記に以下の項目を追加する。
事業対象者選定のための基本チェックリスト項目、介護
保険被保険者番号
【個人情報（特定個人情報を除く）の経常的な目的外利
用・目的外提供先】
有（条例第８条第２項第１号該当）
厚生労働省

「事業対象者選定のための基本チェックリスト
項目」は「心身の状況」に、「介護保険被保険
者番号」は「介護保険認定」に含まれるものと
して収集していたが、外部提供を行うにあた
り、提供部分を明確にするため、項目を追加す
る。
　個人情報の経常的な目的外利用・目的外提供
先の変更については、地域共生社会の実現のた
めの社会福祉法等の一部を改正する法律（令和
３年４月１日施行）において、市町村の地域支
援事業における関連データの提供が規定された
ことにより、「認定ソフト２０２１」を通じ
て、国へ該当情報の提供を行うため変更を行
う。
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ウ　個人情報目的外利用等届出書（目的外利用）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

1 個人市県民税
賦課事務

市長
財務部
市民税課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和3年7月1日か
ら令和4年3月31日
まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

所得状況、控除状況、課税状況、扶養状況、
申告状況、異動履歴

「前橋市子育て世帯生活支援特別給付金事業
（その他世帯分）実施要綱」に基づいて、申
請者が支給対象になるかどうかを審査する際
に、申請者及び配偶者の所得課税状況等を参
照する必要があるため、子育て支援課に提供
するもの。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律　第１
１条

条例第８条
第２項第１
号

子育て支援課

2 児童手当支給
事業

市長
福祉部
子育て支援課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和3年7月1日か
ら令和4年3月31日
まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定年月日、開始年月、支給要件該当日、支
払履歴、認定区分、対象児童、世帯情報、所
得情報（受給者・受給資格者、扶養義務
者）、電話番号、口座情報、公的年金情報

「前橋市子育て世帯生活支援特別給付金事業
（その他世帯分）実施要綱」に基づいて、申
請者が支給対象になるかどうかを審査する際
に、児童手当受給状況等を参照する必要があ
るため。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律　第１
１条

条例第８条
第２項第１
号

子育て支援課

3 特別児童扶養
手当支給事務

市長
福祉部
障害福祉課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和3年7月1日か
ら令和4年3月31日
まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

受給状況、開始年月、終了年月、認定理由、
対象児童名、口座情報

「前橋市子育て世帯生活支援特別給付金事業
（その他世帯分）実施要綱」に基づいて、申
請者が支給対象になるかどうかを審査する際
に、特別児童扶養手当受給状況等を参照する
必要があるため。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律　第１
１条

条例第８条
第２項第１
号

子育て支援課

4 理美容所開設
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地方税法第２０条の１１に基づき、固定資産
税（償却資産）賦課事務に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

資産税課

5 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

高額療養費支給実績、銀行口座 保護の決定若しくは実施又は生活保護法第７
７条若しくは第７８条の規定の施行に必要な
ため、同法第２９条に基づき照会があったた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋市福祉事務所

6 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税通知書返戻状況、現地調査の結果 市民課へ住民実態調査（住民基本台帳法第３
４条）を依頼するため。

条例第８条
第２項第１
号

市民課

7 固定資産税賦
課事務

市長
財務
資産税課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和3年4月1日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

8 徴収関係事務 市長
財務部
収納課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

市税の本税及び延滞金の滞納の有無（無） 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付には「市税に滞納がないこと」が必須
条件となり、審査の判定に必要なため。

条例第８条
第２項第２
号

農政課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

9 徴収関係事務 市長
財務部
収納課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

市税の本税及び延滞金の滞納の有無（無） 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付には「市税に滞納がないこと」が必須
条件となり、審査の判定に必要なため。

条例第８条
第２項第２
号

農政課

10 徴収関係事務 市長
財務部
収納課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

市税の本税及び延滞金の滞納の有無（無） 家庭用資源・ごみ収集カレンダー広告掲載に
伴い「市税に滞納がないこと」が必須条件と
なり、審査の判定に必要なため。

条例第８条
第２項第２
号

ごみ減量課

11 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

固定資産所在地名・地番・地目・地積・評価
額・固定資産税課税標準額・都市計画税課税
標準額・固定資産税相当額・都市計画税相当
額（税額証明書）

民有地の借上げを行い公開している緑地の、
令和３年度助成金の算出に必要であるため

条例第８条
第２項第２
号

公園管理事務所

12 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称、入所施設住所 国民健康保険が実施する特定健康診査におい
て、一定の施設に入所している人を対象者か
ら除外するため。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課

13 介護給付費等
支給決定事務

市長
福祉部
障害福祉課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称、入所施設住所 「高齢者の医療の確保に関する法律」第２０
条第１項により実施する特定健康診査におい
て、「特定健診及び特定保健指導の実施に関
する基準」第１条第１項及び「平成２０年厚
生労働省告示第３号」により、「障害者支援
施設」及び「独立行政法人国立重度知的総合
施設のぞみの園」の入所者はその対象者から
除外されることとなっており、国民健康保険
課において入所者を把握する必要があるた
め。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課

14 生活困窮者自
立支援制度事
務

市長
福祉部
社会福祉課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和3年10月1日か
ら令和4年3月31日
まで

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年齢、連絡先 社会福祉課が新たに実施する「まえばし子ど
も見守り宅食事業」の対象世帯を生活困窮者
自立支援制度で支援している世帯の中から選
定するため

条例第８条
第２項第５
号

社会福祉課

15 家庭児童相談
業務

市長
福祉部
子育て支援課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名、入所施設住所、住民登録の有
無、退所時期、転居転出状況

「高齢者の医療の確保に関する法律第２０条
第１項」「特定健康診査及び特定保健指導の
実施に関する基準第１条第１項」「平成２０
年厚生労働省告示第３号」「高齢者の医療の
確保に関する法律第５５条第１項第２号から
第５号」に基づき、国への報告に必要なた
め。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課
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エ　個人情報目的外利用等届出書（目的外提供）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

1 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、筆頭者、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項及び同法第８条に基づき、不明土
地の所有者等を探索する必要がある
ため。

条例第８条
第２項第１
号

福島地方法務
局

無

2 墓地等経営許
可関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

墓地の所在地、面積、許可年月日、許可番号 前橋地方法務局が表題部所有者不明
土地の登記及び管理の適正化に関す
る法律第８条に基づき、表題部所有
者不明土地の調査を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

3 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

藤岡警察署 無

4 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

5 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

6 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月20日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

7 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

8 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

9 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類、続柄、世帯状況 障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第１２条
に基づく照会の回答に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

太田市障がい
福祉課

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

10 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、地目、面積、買受適格証明書の要否、
所有権以外の権利（地上権・永小作権・質
権・使用貸借による権利・賃貸権若しくはそ
の他の使用及び収益を目的とする権利の設定
に関する許可）の有無（無）、農地転用許可
の有無（無）

民事執行法による売却処分のため、
該当農地の情報が必要なため（民事
執行法第１８条　官庁等に対する援
助要請）。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

11 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴 地方税法第２０条の１１に基づく市
税滞納整理上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県本庄市
収納課

無

12 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護の受給有無、保護の種類 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会のため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県総合県
税事務所

無

13 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 地方税法第２０条の１１に基づく照
会のため。（県税の滞納処分の執行
停止に関する調査のため必要）

条例第８条
第２項第１
号

愛知県名古屋
南部県税事務
所

無

14 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

職業、保護の種類、保護決定履歴 地方税法第２０条の１１の規定に基
づき、調査上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

北群馬郡吉岡
町長

無

15 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都品川都
税事務所

無

16 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都立川都
税事務所

無

17 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都江東都
税事務所

無

18 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都中央都
税事務所

無

19 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都板橋都
税事務所

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

20 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都中央都
税事務所

無

21 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府泉佐野
市国保年金課

無

22 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府泉佐野
市国保年金課

無

23 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都板橋都
税事務所

無

24 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都品川都
税事務所

無

25 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都大田都
税事務所

無

26 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都港都税
事務所

無

27 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都練馬都
税事務所

無

28 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都板橋都
税事務所

無

29 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都江戸川
都税事務所

無

13



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

30 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都目黒都
税事務所

無

31 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

入金の有無、給付金支給日、口座情報（金融
機関名、支店名、口座番号、口座名義）、給
付金支給額

地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

墨田区役所
税務課

無

32 査察対象物台
帳

消防長
消防局
北消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

資格情報 地方税法第２０条の１１に基づき照
会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋行政県税
事務所

無

33 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

東京弁護士会 無

34 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、認定年月日、要介護状態区
分、認定有効期間

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無

35 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

給付先口座情報（金融機関名、支店名、口座
番号、口座名義）

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無

36 平成２６年度
経営体育成支
援事業（被災
農業者向け経
営体育成支援
事業）関連用
務

市長
農政部
農政課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

農地情報（地番・面積）、交付実績（無） 弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉弁護士会 無

37 救急出動状況 消防長
消防局
東消防署宮城分署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、通報内容、現場の状況、傷病者の
身体状況、傷病の部位・程度、処置の内容、
医師の診断による傷病名、救急車の出動要請
があった時刻、救急車が現場に到着した時
刻、病院収容時刻、対象者から訴えのあった
症状の内容

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無

38 火災調査報告
事務（原因）

消防長
消防局
中央消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

り災状況
職業

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

39 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

生活保護法第２９条の規定に基づ
き、資産状況調査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

利根沼田保健
福祉事務所

無

40 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

税額 生活保護法第２９条の規定に基づ
き、資産状況調査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

41 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年額 生活保護法第２９条の規定に基づ
き、資産状況調査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

42 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

高額介護サービス費支給実績 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎市福祉事
務所

無

43 後期高齢者医
療保険料徴収
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

後期高齢者医療保険料額賦課状況 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

44 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎市福祉事
務所

無

45 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

高額療養費支給実績 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

46 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

47 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況、納税状況 生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

みどり市福祉
事務所

無

48 救急出動状況 消防長
消防局
中央消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

通報状況、救急隊現場到着時の所見、搬送先
医療機関、処置の内容

労働者災害補償保険法第４９条の３
の規定に基づく照会

条例第８条
第２項第１
号

高崎労働基準
監督署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

49 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 道路交通法第５１条の４及び同法第
５１条の５第２項に基づき、捜査に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府公安委
員会

無

50 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 道路交通法第５１条の４及び同法第
５１条の５第２項に基づき、捜査に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部

無

51 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類 児童福祉法第５６条第４項に基づき
必要とするため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県中央児
童相談所

無

52 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

53 理美容所開設
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

54 クリーニング
所開設関係事
務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

55 旅館業営業許
可事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

56 公衆浴場許可
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

57 與行場営業許
可関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

58 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

高額療養費支給の有無、高額療養費の申請状
況、所得区分、レセプト合算の有無

石綿による健康被害の救済に関する
法律第８１条の規定に基づく救済給
付の支給決定に係る審査に必要なた
め。

条例第８条
第２項第１
号

独立行政法人
環境再生保全
機構

無

59 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 厚生年金法第１００条の２に基づく
照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

日本年金機構
前橋年金事務
所

無

60 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

厚生年金保険法第１００条の２第２
項及び第１００条の４第１項第３７
号、並びに健康保険法第１９９条第
１項及び第２０４条第１項第２０号
に基づく調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

日本年金機構
前橋年金事務
所

無

61 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

厚生年金保険法第１００条の２第２
項及び第１００条の４第１項第３７
号、並びに健康保険法第１９９条第
１項及び第２０４条第１項第２０号
に基づく調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

日本年金機構
前橋年金事務
所

無

62 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

厚生年金保険法第１００条の２第２
項及び第１００条の４第１項第３７
号、並びに健康保険法第１９９条第
１項及び第２０４条第１項第２０号
に基づく調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

日本年金機構
前橋年金事務
所

無

63 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

厚生年金保険法第１００条の２第２
項及び第１００条の４第１項第３７
号、並びに健康保険法第１９９条第
１項及び第２０４条第１項第２０号
に基づく調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

日本年金機構
前橋年金事務
所

無

64 国民年金被保
険者の記録管
理事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

国民年金資格異動履歴 国民年金法第１０８条第１項に基づ
き、審査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

厚生労働省関
東信越厚生局

無

65 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

被保険者証記号番号、国民健康保険適用開始
年月日、国民健康保険資格喪失年月日

国民健康保険法第１１３条の２に基
づき照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都世田谷
区国保・年金
課

無

66 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

国民健康保険世帯状況 国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県千曲市
健康推進課

無
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67 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県千曲市
健康推進課

無

68 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

被保険者証記号番号、国民健康保険適用開始
年月日、国民健康保険資格届出年月日

国民健康保険法第１１３条の２に基
づき照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

福岡市南区保
険年金課

無

69 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

国民健康保険世帯状況 国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県千曲市
健康推進課

無

70 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県千曲市
健康推進課

無

71 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

国民健康保険世帯状況 国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県佐野市
役所医療保険
課国保係

無

72 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県佐野市
役所医療保険
課国保係

無

73 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

国民健康保険世帯状況 国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉県松戸市
国民健康保険
課

無

74 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉県松戸市
国民健康保険
課

無

75 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和3年10月1日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

介護保険被保険者番号、事業対象者選定のた
めのチェックリスト該当項目

地域共生社会の実現のための社会福
祉法等の一部を改正する法律（令和
３年４月１日施行）において介護保
険法第１１８条の２が改正され、市
町村の地域支援事業における関連
データについて、厚生労働大臣への
提供が規定されたため。

条例第８条
第２項第１
号

厚生労働省 無

76 後期高齢者医
療事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

後期高齢者医療保険料還付金に伴う現況 高齢者の医療の確保に関する法律第
１３８条第２項によるもの。

条例第８条
第２項第１
号

足利市役所保
険年金課

無
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目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
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77 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

契約者氏名　電話番号（無）　就労状況　入
居期間　転居先（不明）
現在の入居者（有）

国税徴収法第１４１条に基づき、調
査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋行政県税
事務所

無

78 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護の申請及び決定の有無、保護決定履
歴、保護費支給額、保護の種類、支給方法

国税徴収法第１４６条の２の規定に
基づく照会のため。

条例第８条
第２項第１
号

春日部税務署 無

79 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（無） 国税徴収法第１４６条の２に基づ
き、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

葛飾税務署 無

80 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 国税徴収法第１４６条の２に基づく
国税等の滞納処分のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

81 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

82 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

83 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

北海道警察本
部刑事部

無

84 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

85 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

86 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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87 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

88 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

89 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

90 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

91 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

92 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

93 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

94 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

95 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

96 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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97 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

98 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

99 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

100 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

101 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

102 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

103 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

104 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

105 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

106 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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107 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

108 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

109 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

110 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

111 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

112 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

113 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

114 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

115 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

116 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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117 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

118 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

119 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

120 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

121 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

122 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

123 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県足利警
察署

無

124 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車台番号、取得日、課税状況 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

125 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

登録年月日、車種、車台番号、廃車の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

126 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、登録年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

127 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

128 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

129 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

取得年月日、車名、型式、車台番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

130 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

取得年月日、車種、車名、車台番号、排気量 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

131 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車台番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

132 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

連絡先、相談内容及び処理結果 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

新潟県三条警
察署

無

133 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

連絡先、相談内容及び処理結果、相談者の持
参資料

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

134 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部交通部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

135 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁公安部
公安第一課

無

136 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県大和
警察署

無

137 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁中央警
察署

無

138 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁板橋警
察署

無

139 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁垂水警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

140 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁三鷹警
察署

無

141 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁三鷹警
察署

無

142 斎場監視カメ
ラ設置・運営
事業

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

143 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県青葉
警察署

無

144 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁三鷹警
察署

無

145 戸籍及び住民
票等の証明及
び写しの交付
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

戸籍及び住民票の異動の有無（無）、住民票
の発行履歴（無）、戸籍の発行履歴、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

146 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁新宿警
察署

無

147 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁代々木
警察署

無

148 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

149 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁中央警
察署

無

150 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪地方検察
庁

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

151 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県中原
警察署

無

152 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁刑事部
捜査第二課

無

153 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、筆頭者、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁綾瀬警
察署

無

154 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

155 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

28



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

156 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

157 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉地方検察
庁

無

158 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁丸の内
警察署

無

159 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁第六方
面交通機動隊

無

160 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁武蔵野
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

161 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁丸の内
警察署

無

162 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉地方検察
庁

無

163 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

164 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県警察
本部

無

165 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県青葉
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

166 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

横浜地方検察
庁川崎支部

無

167 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

奈良西警察署 無

168 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大宮区検察庁 無

169 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

奈良県奈良西
警察署

無

170 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁西新井
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

171 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県警察
本部交通部交
通指導課

無

172 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県大和
警察署

無

173 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県灘警察
署

無

174 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

175 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁万世橋
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

176 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁荻窪警
察署

無

177 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

横浜地方検察
庁

無

178 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁多摩中
央警察署

無

179 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁滝野川
警察署

無

180 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県警察
本部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

181 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁公安部
公安第一課

無

182 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁南大沢
警察署

無

183 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁原宿警
察署

無

184 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県青葉
警察署

無

185 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁生活安
全部サイバー
犯罪対策課

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

186 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁亀有警
察署

無

187 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁麻布警
察署

無

188 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁刑事部
捜査共助課

無

189 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

190 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁小平警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

191 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

甲府地方検察
庁

無

192 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁昭島警
察署

無

193 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁赤羽警
察署

無

194 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁青梅警
察署

無

195 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県戸部
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

196 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁西新井
警察署

無

197 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府河内警
察署

無

198 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府東成警
察署

無

199 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府東成警
察署

無

200 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県川崎
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

201 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県横須
賀警察署

無

202 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

支援措置申請の有無、本籍（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

甲府区検察庁 無

203 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県警察
本部交通部交
通指導課

無

204 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部交通部交通
指導課

無

205 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県葦合警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

206 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県葦合警
察署

無

207 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

208 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県横浜
水上警察署

無

209 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県大磯
警察署

無

210 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

川越区検察庁 無

39



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

211 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪地方検察
庁

無

212 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁公安部 無

213 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁公安部 無

214 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁亀有警
察署

無

215 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁麻布警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

216 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（有）、加害者氏名 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁亀有警
察署

無

217 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県伊勢
佐木警察署

無

218 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁代々木
警察署

無

219 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県幸警
察署

無

220 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県姫路警
察署

無

41



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

221 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁大塚警
察署

無

222 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁四谷警
察署

無

223 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県戸部
警察署

無

224 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県戸部
警察署

無

225 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県戸塚
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

226 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部

無

227 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁城東警
察署

無

228 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

229 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部 無

230 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

奈良県奈良警
察署

無

43



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

231 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

232 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県相模
原南警察署

無

233 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

234 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁竹の塚
警察署

無

235 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

236 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁公安部
公安第三課

無

237 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県港北
警察署

無

238 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉区検察庁 無

239 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、筆頭者、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

240 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

241 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁中央警
察署

無

242 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

243 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁荻窪警
察書

無

244 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁三鷹警
察署

無

245 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

246 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県葺合警
察書

無

247 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県港南
警察署

無

248 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁北沢警
察署

無

249 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁板橋警
察署

無

250 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県中原
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

251 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大宮区検察庁 無

252 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県警察
本部

無

253 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県警察本
部

無

254 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県横浜
水上警察署

無

255 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県川崎
警察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

256 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府中堺警
察署

無

257 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

258 国民年金被保
険者の記録管
理事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

国民年金加入の有無（無）、本籍 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

259 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給有無、本籍、学歴、扶養義務
者、心身の状況、資産状況、口座情報、生活
歴及び現況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第４
号

前橋東警察署 無

260 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、保護決定履歴、口座情報、電話番号、
居住状況、学歴、心身の状況、扶養義務者、
年金情報、申請理由、調査経過記録、生活歴
及び現況、資産状況、負債状況、保護の種
類、保護費支給額、レセプト情報

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

261 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護受給状況 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

262 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

学歴、申請理由、資産状況、電話番号、職
業、心身の状況、生活歴及び現況、相談記
録、保護決定履歴、保護の種類、保護費支給
額、口座情報、就労状況、扶養義務者、介護
保険情報、居住状況、結婚歴、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

263 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無
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264 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月28日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護決定履歴、保護の
種類、保護費支給額、相談記録、居住状況、

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

265 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、口座情報、申請理
由、保護の種類、保護費支給額、病歴、介護
保険情報

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

266 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

口座情報、居住状況、保護費支給額、資産状
況、申請理由、保護決定履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

267 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

268 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、口座情報、申請理
由、保護の種類、保護費支給額、病歴、扶養
義務者、就労状況、生活歴及び現況、相談記
録

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県深谷警
察署

無

269 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

学歴、職業、申請理由、電話番号、資産状
況、健康保険情報、心身の状況、犯歴、相談
記録、生活保護申請取下願

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県行田警
察署

無

270 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護の受給　無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

271 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護の種別、受給方
法、就労状況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁神田警
察署

無

272 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

273 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、扶養義務者、居住状況、口座
情報、生活歴及び現況、負債状況、心身の状
況、保護費支給額、就労状況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
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目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
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ン結合に
よる提供

274 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

生活保護受給の有無、認定理由、生活歴及び
現況、結婚歴、就労状況、保護決定履歴、保
護費支給額

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

275 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

就労状況、口座情報、心身の状況、生活歴及
び現況、扶養義務者、就労状況、相談記録、
結婚歴、保護決定履歴、保護の種類、保護費
支給額、資産状況、居住状況、職業、学歴、
犯歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

276 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

生活保護受給の有無、保護の種類、受給方法 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

愛知県愛知警
察署

無

277 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（無）、本籍 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

278 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無
保護決定履歴、保護の種類、保護費支給額、
犯歴、生活歴及び現況、
心身の状況、口座情報、扶養義務者、申請理
由

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

279 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護開始日、保護受給日、保護費支給額、口
座情報、学歴、心身の状況、扶養義務者、生
活歴及び現況、申請理由、病院受診歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

280 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、保護決定履歴、口座情報、電話番号、
居住状況、学歴、心身の状況、扶養義務者、
年金情報、申請理由、生活歴及び現況、資産
状況、保護の種類、保護費支給額、保護経過
記録、申請理由

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

281 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、口座情報、申請理
由、保護の種類、保護費支給額、病歴、生活
歴及び現況、相談記録

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

282 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

口座情報、結婚歴、就労状況、心身の状況、
居住状況、生活歴及び現況、相談記録、年金
情報、保護費支給額、健康保険状況、資産状
況、保護経過記録、扶養義務者、保護の種
類、学歴、申請理由、保護決定履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

283 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

年齢、居住状況、学歴、職業、扶養義務者、
心身の状況、就労状況、収入額、資産状況、
負債状況、口座情報、保護決定履歴、年金情
報、申請理由、健康保険情報、生活歴及び現
況、保護経過記録、保護の種類、保護費支給
額、犯歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無
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284 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、心身の状況、扶養義務者、相
談記録、職業、介護保険情報、電話番号、収
入額、資産状況、口座情報、保護の種類、保
護費支給額

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

285 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

生活保護の受給、就労状況：収入額 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

286 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護認定の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

287 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請理由、保護決定履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

288 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月28日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁町田警
察署

無

289 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護決定履歴、保護の
種類、本籍、居住情報、学歴、心身の状況、
保護経過記録、生活歴及び現況、健康保険情
報、年金情報、介護保険情報、資産状況、負
債状況、申請理由、保護費支給額、口座情
報、医療機関受診歴、扶養義務者

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

290 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護費支給額、口座情報、面
接記録、扶養義務者、本籍、学歴、心身の状
況、電話番号、医療受診状況、居住状況、申
請理由、生活状況及び現況、健康保険状況、
障害情報、資産状況、犯歴、負債状況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

291 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

292 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

293 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護歴の有無（有）、本籍、保護決定履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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294 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、申請理由、保護の
種類、保護費支給額及び支給方法、就労状
況、生活歴及び現況、相談記録

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

295 児童手当支給
事業

市長
福祉部
子育て支援課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国籍、在留資格、就労制限の有無、在留期
間、許可の種類、許可年月日、交付年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 -

296 家庭児童相談
業務

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、扶養義務者、相談経過記録、心身
の状況、生活歴及び現況、結婚歴、生育歴、
職業・職歴、

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

297 保育所・児童
館・児童クラ
ブ防犯カメラ
設置・運営事
業

市長
福祉部
子育て施設課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

通行者の容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

298 保育所・児童
館・児童クラ
ブ防犯カメラ
設置・運営事
業

市長
福祉部
子育て施設課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

通行者の容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

299 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

基本チェックリスト実施申込書受付日、基本
チェックリスト実施申込書提出者情報（氏
名、住所、電話番号、代行事業所名、対象者
との関係）、担当ケアマネージャー氏名、確
認事項（現在の状況、チェックリスト実施場
所）、基本チェックリスト回答状況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

300 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

301 老人福祉施設
認可等事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

職種、経験年数、勤務状況、聞き取り調査結
果概要

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

302 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

303 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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304 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

要介護認定・要支援認定の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

305 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

306 身体障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

身体障害者手帳交付の有無（有）
交付年月日、等級、障害名（病名）、障害の
程度、優遇措置

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

307 知的障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

療育手帳交付の有無（有）、療育手帳交付年
月日、障害の程度、程度の認定基準

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

308 精神保健福祉
相談指導事務

市長
健康部
保健予防課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

相談記録（家族関係、治療状況、支援内容、
関係機関名）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

309 予防接種事務 市長
健康部
保健予防課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

ＰＣＲ検査受診の有無、受診状況（実施
日）、検査結果

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県朝霞警
察署

無

310 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉県成田国
際空港警察署

無

311 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

藤岡警察署 無

312 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県姫路警
察署

無

313 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部刑事部組織
犯罪対策課

無
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を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

314 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

315 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去５年間） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

316 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

現在の国民健康保険資格の有無（無）、国民
健康保険資格喪失年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

317 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（令和２年１月以降） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

318 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴（令和２年１月１日以降）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

319 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去１年間） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県熊谷警
察署

無

320 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、連絡先（電話番
号）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県熊谷警
察署

無

321 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（Ｒ２．３～Ｒ３．２） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

322 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、国民健康保険資格届出年月
日、同一世帯員（無）、保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

323 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県足利警
察署

無
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ン結合に
よる提供

324 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県足利警
察署

無

325 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県足利警
察署

無

326 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県足利警
察署

無

327 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

328 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

329 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．３～Ｒ３．２） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県今市警
察署

無

330 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県今市警
察署

無

331 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ３１．３～Ｒ３．２） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

332 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

333 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．１～Ｒ３．２） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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334 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

335 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

336 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、被保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

337 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

健診結果（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

338 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

339 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、被保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

340 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

健診結果（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

341 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

342 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、被保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

343 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

健診結果（身長、体重） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無
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344 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

345 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、被保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

346 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

健診結果（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

347 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

北海道札幌方
面厚別警察署

無

348 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格取得年月日、国民健康保険資格喪失年
月日、国民健康保険資格異動事由

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

北海道札幌方
面厚別警察署

無

349 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

350 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

351 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

352 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

353 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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354 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県深谷警
察署

無

355 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴、保険証記号番号、電話番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県深谷警
察署

無

356 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

357 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

358 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

359 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
履歴、被保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

360 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

健診結果（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

361 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．４～Ｒ３．３） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

362 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

363 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ３０．５～Ｒ３．４） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無
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364 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

365 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（Ｒ３．３～Ｒ３．４） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大分県佐伯警
察署

無

366 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

大分県佐伯警
察署

無

367 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．５～Ｒ３．４）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

368 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、国民健康保険資格適用事
由、国民健康保険証再発行履歴（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

369 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

370 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

371 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

新潟県新潟警
察署

無

372 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用事由

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

新潟県新潟警
察署

無

373 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．５～Ｒ３．４） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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374 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

375 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．１～Ｒ３．４）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

376 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

377 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ３．１～Ｒ３．４）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁 無

378 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、国民健康保険資格適用届出
年月日、世帯内国民健康保険被保険者氏名、
世帯内国民健康保険被保険者生年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁 無

379 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ３１．１～Ｒ３．４）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

館林警察署 無

380 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（Ｈ３１．１～Ｒ
３．４）（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

館林警察署 無

381 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．５～Ｒ３．４） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

382 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

383 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．６～Ｒ３．５） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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384 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

385 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．６～Ｒ３．５）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

386 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

387 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．１～Ｒ３．５） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

388 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

389 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

390 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、国民健康保険資格喪失年月
日、国民健康保険資格届出年月日、同一世帯
員（無）、保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

391 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．３～Ｒ３．５） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

392 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

393 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（Ｒ２．１０～Ｒ３．
５）（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県川越警
察署

無
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394 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県川越警
察署

無

395 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．６～Ｒ３．５） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

396 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

397 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

398 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

399 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．６～Ｒ３．５） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

400 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、連絡先（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

401 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格記録 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

402 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ元．７～Ｒ３．６） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

403 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日、国民健康保険資格適用開始
時申請書類（本人確認書類の写し）（無）、
国民健康保険被保険者証再発行履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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404 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．８～Ｒ３．６）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

405 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格喪失適用年月日、国民健康保険資格喪
失事由

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

406 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．７～Ｒ３．６）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

407 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
適用開始年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

408 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．８～Ｒ３．６）
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

409 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、国民健康保険資格取得事由、国
民健康保険資格喪失年月日、国民健康保険資
格喪失事由、国民健康保険資格適用開始時申
請書類（本人確認書類の写し）（無）、国民
健康保険被保険者証再発行履歴（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

410 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．７～Ｒ３．６） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

411 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格取得年月日、国民健康保険資格喪失年
月日、連絡先電話番号（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

412 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｈ２８．７～Ｒ３．６） 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

413 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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414 ドライブレ
コーダー設
置・運営事業

市長
環境部
ごみ減量課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登録番号、車両番号、音声 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

415 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

渋川警察署 無

416 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請事実の有無、申請日、続柄、給付額、給
付日、給付方法、給付先口座情報（金融機関
名、支店名、口座番号、口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

417 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請日、続柄、給付額、給付日、給付方法、
給付先口座情報（金融機関名、支店名、口座
番号、口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

418 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請月、給付額、給付日、給付方法、給付先
口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、
口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

419 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請月、給付額、給付日、給付方法、給付先
口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、
口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

420 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請月、給付額、給付日、給付方法、給付先
口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、
口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

421 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請月、給付額、給付日、給付方法、給付先
口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、
口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

422 市営住宅防犯
カメラ設置・
運営事業

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

423 市営住宅防犯
カメラ設置・
運営事業

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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424 市営住宅防犯
カメラ設置・
運営事業

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

425 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部刑事部捜査
第一課

無

426 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署刑
事第二課

無

427 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

428 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

429 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

430 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

431 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

432 公園使用許可
及び公園占用
許可事務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

藤岡警察署 無

433 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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434 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

435 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

436 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

437 市内公園防犯
カメラ設置・
運営業務

市長
建設部
公園管理事務所

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

438 災害受信・出
動指令関係

消防長
消防局
通信指令課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

１１９番通報の音声記録、電話番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

439 災害受信・出
動指令関係

消防長
消防局
通信指令課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

１１９番通報の音声記録、電話番号 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

440 火災調査報告
事務

消防長
消防局
中央消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

焼損状況、火災保険契約の状況、職業 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

441 救急出動状況 消防長
消防局
千代田分署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

現場到着時の状況、現場での救助状況、傷病
の部位・負傷状況、搬送中の傷病者の状態・
観察内容、各隊の病院収容までの時間経過

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

442 救急出動状況 消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、通報内容、傷病者の身体状況（言
動含む）、傷病の部位・程度、指令時間

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

443 火災調査報告
事務（原因）

消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

通報日時、現場到着時の状況、放水開始時
間、鎮火時間、焼損面積
出火場所及び出火原因

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無
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444 火災調査報告
事務（原因）

消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

職業、供述内容、り災状況 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

445 救急出動状況 消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

通報内容、現場の状況、傷病者の身体状況、
傷病の部位・程度、処置の内容、医師の診断
による傷病名

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

446 救急出動状況 消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

消防覚知時間、現場到着時間、場所、一番最
初に現場に到着した時の死者の状況、現場で
の処置内容、搬送時間、病院到着時間

刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

447 西消防署利根
分署敷地内防
犯カメラ設
置・運営事業

消防長
消防局
利根分署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

防犯カメラに写り込む人及び車両 刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ
き、捜査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

草加警察署 無

448 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

開閉区分、開閉栓日（開始日・中止日）、下
水道使用開始日

資産税課による固定資産税の課税調
査に使用するため、地方税法第３５
３条第１項第３号に基づき個人情報
を提供するもの。

条例第８条
第２項第１
号

資産税課 無

449 給水装置工事
明細書及び給
水装置工事設
計図事務

公営企業管理者
水道局
水道整備課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

給水装置工事申込日、着工日、竣工日、接続
日、開栓日、給水装置工事材料、配管図、施
工業者、メータ口径、メータ番号、用途

資産税課による固定資産税の課税調
査に使用するため、地方税法第３５
３条第１項第３号に基づき個人情報
を提供するもの。

条例第８条
第２項第１
号

資産税課 無

450 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第５０７条に基づき、捜
査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

千葉区検察庁 無

451 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

生活保護受給の有無（有）、保護の種類、保
護費支給額、保護決定履歴、資産状況、扶養
義務者、心身の状況、生活歴及び現況、犯歴

刑事訴訟法第５０７条に基づき調査
上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生区検察庁 無

452 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月2日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護の有無、保護の種類、保護費支給額、口
座情報、保護の方法、保護決定履歴、生活状
況、資産状況

刑事訴訟法第５０７条に基づき裁判
執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無
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453 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護の種類、保護費支
給額、受給日、受給方法、保護決定履歴

刑事訴訟法５０７条に基づく調査に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

454 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（令和２年１１月から）
（無）

刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

館林区検察庁 無

455 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険の区分、国民健康保険資格適用
年月日

刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

館林区検察庁 無

456 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ３．２～Ｒ３．４）
（無）

刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

館林区検察庁 無

457 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

館林区検察庁 無

458 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（Ｒ２．６～Ｒ３．５）
（無）

刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

459 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年8月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第５０７条に基づき、裁
判執行に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

460 自治会長報告
事務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 群馬県で行う家計統計調査におい
て、調査地域に該当する自治会長に
対し、調査の趣旨等の説明を行うた
め、必要な範囲で個人情報を提供す
るもの。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県総務部
統計課

無

461 自治会長報告
事務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 地域住民の福祉に密接に関係し、地
区社協など自治会と深く関係がある
組織であるため、必要な範囲で個人
情報を提供するもの。

条例第８条
第２項第２
号

前橋市社会福
祉協議会地域
福祉課

無

462 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、相談内容 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県生活こ
ども部消費生
活課

無
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463 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、相談内容資料 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県生活こ
ども部消費生
活課

無

464 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

電話番号 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

経済産業省関
東経済産業局

無

465 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県生活こ
ども部消費生
活課

無

466 学生情報取扱
事務

公立大学法人前橋工科
大学
前橋工科大学事務局
学務課

☐利用
☑提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和3年10月1日か
ら令和4年3月15日
まで

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍地（都道府県名）、大学名、学部・学科
又は専攻名、免許の種類、入学日、卒業又は
修了予定日、学位、取得した科目及び単位
数、所有免許状

教育職員免許法第５条第７項及び群
馬県教育職員免許状に関する規則第
５条に基づき、前橋工科大学在学中
の者の教員免許状の申請を群馬県教
育委員会に対して行うため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県教育委
員会

無

467 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道０８－１５５号線（野中町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

468 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道０８－１５５号線（野中町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

469 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類

市道０８－１５５号線（野中町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

470 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道０８－１５５号線（野中町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

471 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－０３１号線（上部小神明
交差点）整備事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

472 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－０３１号線（上部小神明
交差点）整備事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

473 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類

市道００－０３１号線（上部小神明
交差点）整備事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

474 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道００－０３１号線（上部小神明
交差点）整備事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

475 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道１８－１２０号線整備事業に伴
う事業用地を取得するために、権利
関係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

476 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道１８－１２０号線整備事業に伴
う事業用地を取得するために、権利
関係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

477 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類

市道１８－１２０号線整備事業に伴
う事業用地を取得するために、権利
関係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

478 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道１８－１２０号線整備事業に伴
う事業用地を取得するために、権利
関係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

479 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（有）、
権利の種類

令和４年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請のために、権利関係を
特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

480 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（有）、農地法第４条の許可申請の有
無（有）、農地法第５条の許可申請の有無
（有）

令和４年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請のために、権利関係を
特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

481 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業における事業用地
の代替地を取得するために、権利関
係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

482 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業における事業用地
の代替地を取得するために、権利関
係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

483 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業における事業用地
の代替地を取得するために、権利関
係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

484 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業における事業用地
の代替地を取得するために、権利関
係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

485 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（有）、
権利の種類

令和３年度大区画ほ場整備事業の事
業申請のために、権利設定を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

486 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

令和３年度大区画ほ場整備事業の事
業申請のために、権利設定を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

487 火災等即報 消防長
消防局
通信指令課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

平成18年4月1日か
ら

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

被災概要、電話番号 被害状況調査事務の情報提供を行う
もの。

条例第８条
第２項第５
号

防災危機管理
課

無

488 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

固定資産所在地名・地番・地目・地積・評価
額（評価証明書）

土地収用法第３条第１項第１号及び
同条第２号の規定に基づく工事所要
用地取得に伴い、補償費算定が必要
であるため。

条例第８条
第２項第６
号

国土交通省関
東地方整備局
高崎河川国道
事務所

無

489 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年9月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

固定資産所在地名・地番・地目・地積・評価
額（評価証明書）

土地収用法第３条第１項第１号及び
同条第２号の規定に基づく工事所要
用地取得に伴い、補償費算定が必要
であるため。

条例第８条
第２項第６
号

国土交通省関
東地方整備局
高崎河川国道
事務所

無

490 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類 障害者総合支援法第１２条に基づき
障害者総合支援法利用者負担決定資
料として必要なため。

条例第８条
第２項第６
号

太田市障がい
福祉課

無

491 墓地等経営許
可関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

墓地の所在地 群馬県が施行する道路法第１５条に
基づく、主要地方道前橋赤城線の交
差点改良工事に必要な事業用地を取
得するために、その権利者を確定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

492 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所有権以外の権利（利用権・借地権・賃借権
等）（無）

市道１８－４７６号線、１８－５０
２号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

493 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） 市道１８－４７６号線、１８－５０
２号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

494 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（無） 市道１８－４７６号線、１８－５０
２号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

495 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（無）、農地法第５条の許可申請の有
無（有）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

496 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

497 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） （主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

498 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（有） （主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

499 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（無）、農地法第５条の許可申請の有
無（有）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

500 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

501 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） （主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

502 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（有） （主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無
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503 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（無）、農地法第５条の許可申請の有
無（有）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

504 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所有権以外の権利（利用権・借地権・賃借権
等）（有）

市道００－０８１号線、１２－２３
１号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

505 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（有） 市道００－０８１号線、１２－２３
１号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

506 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（無） 市道００－０８１号線、１２－２３
１号線整備事業の事業用地取得に伴
い必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

507 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所有権以外の権利（永小作権・借地権・賃貸
借権）（無）

市道００－３５２号線道路改良事業
に伴う用地買収に伴い必要となるた
め。

条例第８条
第２項第６
号

東部建設事務
所

無

508 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年5月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） 市道００－３５２号線道路改良事業
に伴う用地買収に伴い必要となるた
め。

条例第８条
第２項第６
号

東部建設事務
所

無

509 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（無）、農地法第５条の許可申請の有
無（無）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

510 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所有権以外の権利（永小作権・借地権・賃貸
借権）（有）

市道００－１９１号線及び市道１９
－４０４４号線、市道２０－３４４
６号線ほか道路改良事業に伴う用地
買収に必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

東部建設事務
所

無

511 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） 市道００－１９１号線及び市道１９
－４０４４号線、市道２０－３４４
６号線道路改良事業に伴う用地買収
に必要となるため。

条例第８条
第２項第６
号

東部建設事務
所

無

512 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

（一）苗ヶ島飯土井線の用地取得に
伴い、土地収用法第６８条により権
利消滅に伴う補償を適切に実施する
ため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無
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513 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） （一）苗ヶ島飯土井線の用地取得に
伴い、土地収用法第６８条により権
利消滅に伴う補償を適切に実施する
ため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

514 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（無） （一）苗ヶ島飯土井線の用地取得に
伴い、土地収用法第６８条により権
利消滅に伴う補償を適切に実施する
ため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

515 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（有）、農地法第５条の許可申請の有
無（有）

（一）苗ヶ島飯土井線の用地取得に
伴い、土地収用法第６８条により権
利消滅に伴う補償を適切に実施する
ため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

516 農地台帳事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年6月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営者、所有者、耕作者（又は、借受
人）

表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律に基づく解
消作業における探索対象土地につい
て、所有者等の特定に必要なため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

517 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可申請
の有無（無）、農地法第５条の許可申請の有
無（無）

（－）石田川の用地取得に伴い、土
地収用法第６８条により権利消滅に
伴う補償を適切に実施するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

518 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

市道００－１０５号線（（都）西善
玉村線市道）道路整備事業に伴う事
業用地を取得するために、権利関係
を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

519 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） 市道００－１０５号線（（都）西善
玉村線市道）道路整備事業に伴う事
業用地を取得するために、権利関係
を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

520 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（有） 市道００－１０５号線（（都）西善
玉村線市道）道路整備事業に伴う事
業用地を取得するために、権利関係
を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

521 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（有）、農地法第５条の許可申請の有無
（有）

市道００－１０５号線（（都）西善
玉村線市道）道路整備事業に伴う事
業用地を取得するために、権利関係
を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

522 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

市道０６－３９４号線（鳥取町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無
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523 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） 市道０６－３９４号線（鳥取町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

524 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（有） 市道０６－３９４号線（鳥取町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

525 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（有）、農地法第５条の許可申請の有無
（有）

市道０６－３９４号線（鳥取町）道
路改良事業に伴う事業用地を取得す
るために、権利関係を特定する必要
があるため。

条例第８条
第２項第６
号

道路建設課 無

526 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業経営基盤強化促進法による権利設定
（有）

（一級河川）石田川の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

527 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金受給者の有無（無） （一級河川）石田川の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

528 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の適用の有無（有） （一級河川）石田川の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

529 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和3年7月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（有）、農地法第５条の許可申請の有無
（有）

（一級河川）石田川の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無
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